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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠と、前記外枠の片側を中心に回動して開閉するように取り付けられた袖壁とを備え
るエレベータかご操作盤に配置され、前記袖壁の回動を規制して前記袖壁を、前記袖壁と
前記袖壁の周囲の設備とが接触しない特定の開き角度で開いている状態に保持する袖壁保
持装置であって、
　断面が略コの字形状であり、コの字の上辺及び下辺のいずれか一方に相当する面が前記
袖壁の回動の中心となる前記外枠の片側の側板の外面に取り付けられ、コの字の上辺及び
下辺のいずれか他方に相当する面が前記特定の開き角度で開いている前記袖壁の内面に接
することにより前記袖壁を前記特定の開き角度で開いている状態に保持することを特徴と
する袖壁保持装置。
【請求項２】
　前記袖壁保持装置は、
　コの字の上辺に相当する面とコの字の下辺に相当する面との間の距離が、先端に向かっ
て狭くなっていることを特徴とする請求項１に記載の袖壁保持装置。
【請求項３】
　前記袖壁保持装置は、
　前記袖壁が前記特定の開き角度で開いているときに前記袖壁保持装置のコの字の上辺及
び下辺のいずれか他方に相当する面が前記袖壁の内面に取り付けられている磁石を介して
前記袖壁の内面に接することを特徴とする請求項１に記載の袖壁保持装置。
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【請求項４】
　外枠と、前記外枠の片側を中心に回動して開閉するように取り付けられた袖壁とを備え
るエレベータかご操作盤に配置され、前記袖壁の回動を規制して前記袖壁を、前記袖壁と
前記袖壁の周囲の設備とが接触しない特定の開き角度で開いている状態に保持する袖壁保
持装置であって、
　断面が略Ｈの字形状であり、Ｈの字の左辺及び右辺のいずれか一方に相当する面が前記
袖壁の回動の中心となる前記外枠の片側の側板の外面に取り付けられ、Ｈの字の左辺及び
右辺のいずれか他方に相当する面が前記特定の開き角度で開いている前記袖壁の内面に接
することにより前記袖壁を前記特定の開き角度で開いている状態に保持することを特徴と
する袖壁保持装置。
【請求項５】
　前記袖壁保持装置は、
　前記袖壁が前記特定の開き角度で開いているときに前記袖壁保持装置のＨの字の左辺及
び右辺のいずれか他方に相当する面が前記袖壁の内面に取り付けられている磁石を介して
前記袖壁の内面に接することを特徴とする請求項４に記載の袖壁保持装置。
【請求項６】
　前記袖壁保持装置は、
　前記特定の開き角度で開いている前記袖壁の内面に接する袖壁当接面に磁石が取り付け
られ、前記磁石により金属製の袖壁が前記袖壁当接面に吸引されることを特徴とする請求
項１又は４に記載の袖壁保持装置。
【請求項７】
　前記袖壁保持装置は、
　前記特定の開き角度で開いている前記袖壁の内面に接する袖壁当接面が磁性を帯びてお
り、前記磁性により金属製の袖壁が前記袖壁当接面に吸引されることを特徴とすることを
特徴とする請求項１又は４に記載の袖壁保持装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の袖壁保持装置を備えることを特徴とするエレベータか
ご操作盤。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレベータかごに配置されるエレベータかご操作盤に関し、特に、表板たる
袖壁が一体化している袖壁一体式かご操作盤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の袖壁一体式かご操作盤（以下、エレベータかご操作盤、操作盤ともいう）は、枠
体たる外枠に袖壁が回転支持されており、保守作業員が操作盤を保守する際は袖壁を回転
させて開いた状態で操作盤を保守することになる（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－２４１０５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載の操作盤に代表される従来の操作盤では、袖壁の開き角度を規制して
おらず、保守時に開き角度が大きくなった場合、袖壁の表面がかご室の側壁やかご室内に
設置された手摺などに干渉してしまい、袖壁や側壁、手摺などを傷つけてしまうという課
題がある。
　また、袖壁の開き角度を規制していないため、袖壁が開いた状態で自由に回転するため
、保守する際、袖壁が回転してしまい、保守作業性が良くないという課題がある。
【０００４】
　この発明は、上記のような課題を解決することを主な目的の一つとしており、保守時に
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袖壁や周囲の設備の損傷を防止するとともに、保守作業性がよいエレベータかご操作盤を
得ることを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る袖壁保持装置は、
　外枠と、前記外枠の片側を中心に回動して開閉するように取り付けられた袖壁とを備え
るエレベータかご操作盤に配置され、前記袖壁の回動を規制して前記袖壁を特定の開き角
度で開いている状態に保持することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、エレベータかご操作盤において袖壁保持装置が袖壁の回動を規制し袖
壁を特定の開き角度で開いている状態に保持するため、エレベータかご操作盤の保守時等
に袖壁が周囲の設備に接触し袖壁や周囲の設備が損傷する事態を防止することができ、ま
た、袖壁を開いた状態で保守作業等ができるので保守作業等の効率を向上させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　実施の形態１．
　図１は、本実施の形態に係る袖壁一体式かご操作盤１００がエレベータかご２００内に
配置されている例を示す。
　図１に示すように、袖壁一体式かご操作盤１００は、エレベータのドアとエレベータか
ご２００のかご室壁４の間に配置される。
【０００８】
　図２は、袖壁一体式かご操作盤１００の図１のＡ－Ａ断面を示す。
　また、図３は、袖壁一体式かご操作盤１００を図２の矢印Ｂ方向から視た斜視図である
。なお、図３では、本実施の形態に係る袖壁一体式かご操作盤１００の特徴を示す要素に
限定して図示している。つまり、図２に示しているヒンジ３、かご室壁４、手摺５、取付
枠６は図示を省略している。
【０００９】
　図２及び図３に示すように、袖壁一体式かご操作盤１００の枠体である断面コ字状の外
枠２の端部にヒンジ３が取り付けられ、このヒンジ３に袖壁１の端部側が取り付けられて
いる。
　袖壁１は常時に外枠の開口側を覆うように配置されており、ヒンジ３を中心にして外枠
２に対して回動し開閉できるようになっている。
　袖壁１には、図示を省略しているが、かご戸を開閉する操作ボタンや、行先階を指定す
る操作ボタン、表示器などが設けられている。
　外枠２の内部には、図示を省略しているが、操作ボタンや表示器を制御する操作機能部
が内蔵されている。
　また、外枠２の端面には取付枠６を介して、かご室壁４が取り付けられている。
　かご室壁４には手摺５が取り付けられている。
【００１０】
　また、袖壁１の上部内側（外枠２と対向する面）に掛け金１０が取り付けられている。
この掛け金１０はＵ字状を呈している。
　また、外枠２の上部内側（袖壁１と対向する面）にＵ字状の掛け金８が取り付けられて
いる。
　掛け金８と掛け金１０とはほぼ同じ高さに配置されている。
　アーム７は、棒状を呈し両側がフック状を形成している。
　そして、アーム７のフック部が掛け金８、掛け金１０に掛かるようになっている。
　また、袖壁１には下部内側（外枠２と対向する面）に掛け金９が設けられ、アーム７の
フック部が掛け金９に掛かるようになっている。
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【００１１】
　このように構成された袖壁一体式かご操作盤１００は、常時は、アーム７が掛け金９及
び掛け金１０に掛けられて袖壁１の内側に収納されている。また、袖壁１は外枠２の開口
側を覆うように閉じている。
　そして、保守時に、保守作業員が、袖壁１を開き、アーム７を掛け金８及び掛け金１０
に掛け、袖壁１の開き角度を所定角度に規制するとともに、開いた状態を保持する。
　このアーム７及び掛け金８及び掛け金１０が、袖壁１の回動を規制して袖壁１を特定の
開き角度で開いている状態に保持する袖壁保持装置を構成する。
　つまり、袖壁の回転開き角度を規制する規制手段と、袖壁の回転開いた状態を保持する
保持手段を構成する。
　なお、掛け金８は、外枠取り付け部の例である。
　また、掛け金１０は、袖壁取り付け部の例である。
　また、掛け金９は、閉時取り付け部の例である。
【００１２】
　以上のように構成された本実施の形態１に係る袖壁保持装置は次の効果を奏する。
【００１３】
　本実施の形態に係る袖壁保持装置は、棒状のアームと外枠取り付け部と袖壁取り付け部
を備え、アームを外枠取り付け部と袖壁取り付け部に取り付けることで、袖壁の回転開き
角度が特定の開き角度に規制され、袖壁がかご室壁や手摺など他の機器にぶつかることが
ない。
　そのため、袖壁及びかご室壁、手摺などの損傷を防止できる。
　また、開いた状態を保持することもでき、保守作業が容易となる。つまり、袖壁の開き
角度を規制していないと、袖壁が回転して閉じてしまう場合があるが、本実施の形態では
、所定の開き角度において袖壁を開いた状態に保持でき、袖壁を開いた状態で保守ができ
るので保守作業の作業効率を向上させることができる。
【００１４】
　また、本実施の形態では、外枠取り付け部及び袖壁取り付け部を掛け金で構成し、アー
ムの両端のフックを各々の掛け金に掛けるのみで、アームを取り付けることができるので
、袖壁の回転開き角度を容易に規制することができる。
　また、袖壁が開いた状態では、アームは上部側に掛けた位置に配置されているので、保
守時に邪魔にならない。
【００１５】
　また、袖壁が閉じられている際に、外枠取り付け部から外されているアームの他端を取
り付ける閉時取り付け部を袖壁に備えるので、袖壁が閉じられている際にも、アームは袖
壁取り付け部と閉時取り付け部に取り付けた状態でぐらつくことがなく収納されるので、
アームが外枠内に内蔵している操作機能部に接触することがなく信頼性がよい。
【００１６】
　実施の形態２．
　図４に、実施の形態２に係る袖壁一体式かご操作盤１００を示す。
　図４は、図２と同様に、袖壁一体式かご操作盤１００の図１のＡ－Ａ断面を示す。
　また、図５は、図４のＣ部の拡大図である。図５では、Ｃ部における要部のみを図示し
ており、ヒンジ３や、外枠２を取付枠６に固定するネジ等の図示は省略している。
【００１７】
　図４及び図５に示すように、実施の形態２に係る袖壁一体式かご操作盤１００は、実施
の形態１に対して袖壁保持装置の構成が異なる。
　本実施の形態に係る袖壁保持装置は、外枠２の端部に取り付けられている受け金１１で
ある。
　より具体的には、受け金１１は、外枠２の片側の側板（袖壁１の回動の中心となる側板
）の外側であって袖壁１が特定の開き角度で開いている際に袖壁１の内面に接する位置に
取り付けられている。受け金１１は、特定の開き角度で開いている袖壁１の内面に接する
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ことにより袖壁１を特定の開き角度で開いている状態に保持する。
　また、受け金１１は、断面が略コ字状を呈し、一側面（コの字の上辺に相当する面）が
外枠２の側板の外面に取り付けられ、他側面（コの字の下辺に相当する面）が袖壁１が特
定の開き角度で開いている際に袖壁１の内面に接する。この他側面を、袖壁当接面ともい
う。そして、この他側面が一側面に対して内側に傾斜している。つまり、受け金１１は、
先端に向けて一側面と他側面が狭くなっている。
【００１８】
　袖壁１には、受け金１１の他側面（袖壁当接面）に当接する位置に磁石１２が取り付け
られており、受け金１１の他側面（袖壁当接面）は、磁石１２を介して袖壁１の内面と当
接する。
　受け金１１は、金属製であるため、磁石１２を引きよせることになり、この結果、袖壁
１を受け金１１に引きよせ、袖壁１を磁石１２を介して受け金１１の袖壁当接面に密着さ
せて、袖壁１を特定の開き角度で保持することができる。
　また、この磁石１２は受け金１１の他側面（袖壁当接面）に取り付けてもよい。この場
合には、金属製である袖壁１を磁石１２が受け金１１の方に吸引し、袖壁１を受け金１１
の袖壁当接面に密着させて、袖壁１を特定の開き角度で保持することができる。
　また、受け金１１が磁性を帯びた材料でもよい。この場合も同様に、磁性により金属製
である袖壁１を受け金１１の方に吸引し、袖壁１を受け金１１の袖壁当接面に密着させて
、袖壁１を特定の開き角度で保持することができる。
　また、これらを組み合わせてもよい。
　つまり、袖壁１及び受け金１１のそれぞれに磁石１２を取り付けてもよいし、袖壁１に
磁石１２を取り付け、受け金１１を磁性を帯びた材料で形成するようにしてもよい。
【００１９】
　なお、以上の説明では、袖壁１の右側が外枠２の右側にあるヒンジ３により取り付けら
れ、反時計回り方向に回転して開く構成を例して説明したが、逆に、袖壁１の左側が外枠
２の左側にあるヒンジ３により取り付けられ、時計回り方向に回転して開く構成であって
もよい。
　この場合は、受け金１１のコの字の上辺に相当する面が袖壁当接面になり、コの字の下
辺に相当する面が外枠２の外面に取り付けられることになる。
【００２０】
　また、図４及び図５では、受け金１１を略コの字形状としたが、図６に示すように略Ｈ
の字形状としてもよい。
　図６では、Ｈの字の左辺に相当する面が外枠２の片側の側板の外面に取り付けられ、Ｈ
の字の右辺に相当する面が特定の開き角度で開いている袖壁１の内面に当接することによ
り、袖壁１を特定の開き角度で保持する。
　なお、図６の例においても、前述と同様に、磁石１２は受け金１１に取り付けられてい
てもよいし、袖壁１に取り付けられていてもよい。また、受け金１１が磁性を帯びていて
もよい。
【００２１】
　実施の形態２に係る袖壁保持装置は実施の形態１と同様な効果を奏するとともに、次の
効果も奏する。
【００２２】
　本実施の形態に係る袖壁保持装置は、袖壁の回動の中心となる外枠の片側の側板の外側
であって袖壁が特定の開き角度で開いている際に袖壁の内面に接する位置に取り付けられ
、特定の開き角度で開いている袖壁の内面に接することにより袖壁を前記特定の開き角度
で開いている状態に保持するため、袖壁が開いた状態では、外枠と袖壁との間には遮るも
のがないため、操作ボタン、表示器、操作機能部の保守作業がさらに容易となる。
【００２３】
　また、本実施の形態に係る袖壁保持装置は、コの字の上辺に相当する面とコの字の下辺
に相当する面との間の距離を先端に向かって狭くしているので、袖壁保持装置が保持する
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【００２４】
　また、本実施の形態に係る袖壁保持装置は、袖壁当接面に磁石が取り付けられ、磁石に
より金属製の袖壁が袖壁当接面に引き寄せられるように構成しているので、袖壁をより確
実に特定の開き角度に保持することができる。
【００２５】
　また、本実施の形態に係る袖壁保持装置は、袖壁当接面が袖壁の内面に取り付けられて
いる磁石を介して袖壁の内面に接するように構成されているので、袖壁を袖壁当接面に引
きよせることができ、袖壁をより確実に特定の開き角度に保持することができる。
【００２６】
　また、本実施の形態に係る袖壁保持装置は、袖壁当接面が磁性を帯びているため、磁性
により金属製の袖壁が袖壁当接面に引きよせられ、これにより袖壁をより確実に特定の開
き角度に保持することができ、更に、磁石を用いる場合に比べて、部品点数を少なくする
ことができ、袖壁一体式かご操作盤の組み立て工程を簡素化することができる。
【００２７】
　以上、実施の形態１及び２では、袖壁一体式かご操作盤において、外枠と、外枠に片側
が回転自在に支持された袖壁と、袖壁の回転開き角度を規制する規制手段と、袖壁の回転
開いた状態を保持する保持手段とを、備えたことを特徴とするエレベータのかご室の操作
盤を説明した。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施の形態１に係る袖壁一体式かご操作盤がエレベータかご内に配置されている
状態を示す図。
【図２】実施の形態１に係る袖壁一体式かご操作盤のＡ－Ａ断面図。
【図３】実施の形態１に係る袖壁一体式かご操作盤の矢印Ｂ方向からの斜視図。
【図４】実施の形態２に係る袖壁一体式かご操作盤のＡ－Ａ断面図。
【図５】実施の形態２に係る袖壁一体式かご操作盤のＣ部の拡大図。
【図６】実施の形態２に係る袖壁一体式かご操作盤のＣ部の拡大図。
【符号の説明】
【００２９】
　１　袖壁、２　外枠、３　ヒンジ、４　かご室壁、５　手摺、６　取付枠、７　アーム
、８　掛け金、９　掛け金、１０　掛け金、１１　受け金、１２　磁石、１００　袖壁一
体式かご操作盤、２００　エレベータかご。
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